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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置であって、
　半導体層と、
　前記半導体層の一部にオーミック接触する第１の電極と、
　前記半導体層の上から前記第１の電極の上にわたって形成され、前記第１の電極の外縁
端より内側に開口部を有する絶縁膜と、
　前記第１の電極とは異なる位置において、前記絶縁膜および前記半導体層の少なくとも
一方の上に形成された第２の電極と、
　前記第２の電極を構成する成分と同一の成分から成り、前記開口部を通じて前記第１の
電極の上に形成されるとともに、前記第１の電極の上から前記絶縁膜上における前記第１
の電極の前記外縁端より内側にわたって形成された第３の電極と
　を備える半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置であって、
　前記絶縁膜は、
　　前記半導体層の上から前記第１の電極の上にわたって形成された第１の絶縁層と、
　　前記第１の絶縁層の上に形成された第２の絶縁層と
　を含む、半導体装置。
【請求項３】
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　請求項１に記載の半導体装置であって、
　前記絶縁膜は、
　　前記半導体層の上に形成された第１の絶縁層と、
　　前記第１の絶縁層の上から前記第１の電極の上にわたって形成された第２の絶縁層と
　を含む、半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の絶縁層を構成する成分は、前記第２の絶縁層を構成する成分とは異なる、請
求項２または請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の半導体装置であって、
　前記第１の電極は、ソース電極であり、
　前記第２の電極は、ゲート電極である、半導体装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載の半導体装置であって、
　前記半導体層は、
　　ｐ型半導体層と、
　　前記ｐ型半導体層に隣接し、前記第１の電極が形成された表面を有するｎ型半導体層
と
　を含み、
　前記ｐ型半導体層の上に形成された第４の電極を更に備える半導体装置。
【請求項７】
　前記第１の電極は、前記第４の電極に接触する、請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記絶縁膜の前記開口部は、前記第４の電極の外縁端より内側に位置する、請求項７に
記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記半導体層は、窒化ガリウム（ＧａＮ）から主に成る、請求項１から請求項８までの
いずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　半導体装置の製造方法であって、
　半導体層を形成し、
　前記半導体層の一部にオーミック接触する第１の電極を形成し、
　前記半導体層の上から前記第１の電極の上にわたって絶縁膜を形成し、
　前記第１の電極の外縁端より内側において前記第１の電極を露出させる開口部を、前記
絶縁膜に形成し、
　前記絶縁膜の上から前記第１の電極の上にわたって電極層を形成し、
　ドライエッチングによって前記電極層を、前記第１の電極とは異なる位置において、前
記絶縁膜および前記半導体層の少なくとも一方の上に形成された第２の電極と、前記第１
の電極の上から前記絶縁膜上における前記第１の電極の前記外縁端より内側にわたって形
成された第３の電極とに分断する、半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記第１の電極を形成する前に、前記絶縁膜の一部として、前記半導体層の上に第１の
絶縁層を形成し、
　前記半導体層を露出させる第１の開口部を前記第１の絶縁層に形成し、
　前記第１の開口部から露出する前記半導体層の上に前記第１の電極を形成し、
　前記第１の絶縁層の上から前記第１の電極の上にわたって、前記絶縁膜の一部として、
第２の絶縁層を形成し、
　前記開口部として第２の開口部を前記第２の絶縁層に形成する、半導体装置の製造方法
。
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【請求項１２】
　前記第１の開口部を形成するマスクを、前記第１の電極を形成するマスクとして利用す
る、請求項１１に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置（半導体デバイス、半導体素子）を製造する技術として、オーミック性を有
する電極（オーミック電極）を半導体層に形成する技術が知られている（例えば、特許文
献１を参照）。一般的に、半導体層に形成されるオーミック電極には、半導体層に対する
密着性を確保しつつ接触抵抗（コンタクト抵抗）を抑制することが要求される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２２１１０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、オーミック電極を形成した後にドライエッチングを実施する場合、ドライエッチ
ングによってオーミック電極が損傷するため、オーミック電極のコンタクト抵抗が増大す
るという課題があった。また、このような課題を解決するために、オーミック電極を保護
する保護層をドライエッチングに先立って形成する場合、保護層を形成するために製造コ
ストが増大するという課題の他、保護層を形成する領域（設計マージン）を確保するため
に半導体装置の素子寸法が大きくなるという課題があった。そのほか、半導体装置および
その製造方法においては、省資源化、使い勝手の向上、耐久性の向上などが望まれていた
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態として実現することが可能である。
【０００６】
（１）本発明の一形態によれば、半導体装置が提供される。この半導体装置は、半導体層
と；前記半導体層の一部にオーミック接触する第１の電極と；前記半導体層の上から前記
第１の電極の上にわたって形成され、前記第１の電極の外縁端より内側に開口部を有する
絶縁膜と；前記第１の電極とは異なる位置において、前記絶縁膜および前記半導体層の少
なくとも一方の上に形成された第２の電極と；前記第２の電極を構成する成分と同一の成
分から成り、前記開口部を通じて前記第１の電極の上に形成されるとともに、前記第１の
電極の上から前記絶縁膜上における前記第１の電極の前記外縁端より内側にわたって形成
された第３の電極とを備える。この形態によれば、絶縁膜の上から第１の電極の上にわた
って形成した電極層をドライエッチングによって第２の電極と第３の電極とに分断する製
法を適用できる。このような製法を適用することによって、絶縁膜および第３の電極によ
って第１の電極をドライエッチングから保護できるため、第１の電極のオーミック性を十
分に確保できる。また、絶縁膜によって第１の電極の外縁端を覆うため、第３の電極で第
１の電極を覆い尽くす場合と比較して、第２の電極を形成する設計マージンによる素子寸
法の拡大を抑制できる。したがって、製造コストの抑制および素子の微細化を実現しなが
ら、第１の電極のオーミック性を十分に確保できる。
【０００７】
（２）上記形態の半導体装置において、前記絶縁膜は、前記半導体層の上から前記第１の
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電極の上にわたって形成された第１の絶縁層と、前記第１の絶縁層の上に形成された第２
の絶縁層とを含んでもよい。この形態によれば、第１の絶縁層の特性と第２の絶縁層の特
性との組み合わせによって、絶縁膜に要求される特性（例えば、界面準位、リーク電流、
誘電率など）を実現できる。
【０００８】
（３）上記形態の半導体装置において、前記絶縁膜は、前記半導体層の上に形成された第
１の絶縁層と、前記第１の絶縁層の上から前記第１の電極の上にわたって形成された第２
の絶縁層とを含んでもよい。この形態によれば、第１の絶縁層を形成した後に第１の電極
を形成する製法を適用できる。このような製法を適用することによって、第１の電極を形
成する処理による汚染から、半導体層の表面を第１の絶縁層によって保護できるため、半
導体層と絶縁膜との間における界面準位密度の増加に伴う界面特性の悪化を抑制できる。
【０００９】
（４）上記形態の半導体装置において、前記第１の絶縁層を構成する成分は、前記第２の
絶縁層を構成する成分とは異なってもよい。この形態によれば、第１の絶縁層および第２
の絶縁層の各成分に起因する特性の組み合わせによって、絶縁膜に要求される特性を実現
できる。
【００１０】
（５）上記形態の半導体装置において、前記第１の電極は、ソース電極であり、前記第２
の電極は、ゲート電極であってもよい。この形態によれば、トレンチＭＯＳＦＥＴ（Meta
l-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）において、製造コストの抑制および
素子寸法の抑制を実現しながら、ソース電極のオーミック性を十分に確保できる。
【００１１】
（６）上記形態の半導体装置において、前記半導体層は、ｐ型半導体層と；前記ｐ型半導
体層に隣接し、前記第１の電極が形成された表面を有するｎ型半導体層とを含み、前記ｐ
型半導体層の上に形成された第４の電極を更に備えてもよい。この形態によれば、第４の
電極によってボディーダイオードを形成できる。
【００１２】
（７）上記形態の半導体装置において、前記第１の電極は、前記第４の電極に接触しても
よい。この形態によれば、第４の電極を形成する設計マージンによる素子寸法の拡大を抑
制できる。
【００１３】
（８）上記形態の半導体装置において、前記絶縁膜の前記開口部は、前記第４の電極の外
縁端より内側に位置してもよい。この形態によれば、絶縁膜に開口部を形成する処理から
、第１の電極のうち半導体層に接触する部分を、絶縁膜によって保護できるため、第１の
電極の接触抵抗をいっそう抑制できる。
【００１４】
（９）上記形態の半導体装置において、前記半導体層は、窒化ガリウム（ＧａＮ）から主
に成ってもよい。この形態によれば、窒化ガリウム系の半導体装置において、製造コスト
の抑制および素子寸法の抑制を実現しながら、第１の電極のオーミック性を十分に確保で
きる。
【００１５】
（１０）本発明の一形態によれば、半導体装置の製造方法が提供される。この製造方法は
、半導体層を形成し；前記半導体層の一部にオーミック接触する第１の電極を形成し；前
記半導体層の上から前記第１の電極の上にわたって絶縁膜を形成し；前記第１の電極の外
縁端より内側において前記第１の電極を露出させる開口部を、前記絶縁膜に形成し；前記
絶縁膜の上から前記第１の電極の上にわたって電極層を形成し；ドライエッチングによっ
て前記電極層を、前記第１の電極とは異なる位置において、前記絶縁膜および前記半導体
層の少なくとも一方の上に形成された第２の電極と、前記第１の電極の上から前記絶縁膜
上における前記第１の電極の前記外縁端より内側にわたって形成された第３の電極とに分
断する。この形態によれば、絶縁膜および第３の電極によって第１の電極をドライエッチ
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ングから保護できるため、第１の電極のオーミック性を十分に確保できる。また、絶縁膜
によって第１の電極の外縁端を覆うため、第３の電極で第１の電極を覆い尽くす場合と比
較して、第２の電極を形成する設計マージンによる素子寸法の拡大を抑制できる。したが
って、製造コストの抑制および素子の微細化を実現しながら、第１の電極のオーミック性
を十分に確保できる。
【００１６】
（１１）上記形態の製造方法において、前記第１の電極を形成する前に、前記絶縁膜の一
部として、前記半導体層の上に第１の絶縁層を形成し；前記半導体層を露出させる第１の
開口部を前記第１の絶縁層に形成し；前記第１の開口部から露出する前記半導体層の上に
前記第１の電極を形成し、；前記第１の絶縁層の上から前記第１の電極の上にわたって、
前記絶縁膜の一部として、第２の絶縁層を形成し；前記開口部として第２の開口部を前記
第２の絶縁層に形成してもよい。この形態によれば、第１の電極を形成する処理による汚
染から、半導体層の表面を第１の絶縁層によって保護できるため、半導体層と絶縁膜との
間における界面準位密度の増加に伴う界面特性の悪化を抑制できる。
【００１７】
（１２）上記形態の製造方法において、前記第１の開口部を形成するマスクを、前記第１
の電極を形成するマスクとして利用してもよい。この形態によれば、自己整合によって第
１の電極を形成できるため、設計マージンによる素子寸法の拡大を抑制できる。また、自
己整合によって、第１の電極を形成するマスクを別途作製する必要がないため、製造コス
トを抑制できる。
【発明の効果】
【００１８】
　本願発明によれば、絶縁膜および第３の電極によって第１の電極をドライエッチングか
ら保護できるため、第１の電極のオーミック性を十分に確保できる。また、絶縁膜によっ
て第１の電極の外縁端を覆うため、第３の電極で第１の電極を覆い尽くす場合と比較して
、第２の電極を形成する設計マージンによる素子寸法の拡大を抑制できる。したがって、
製造コストおよび素子寸法を抑制しながら、第１の電極のオーミック性を十分に確保でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１実施形態における半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図２】保護電極１４３を中心に半導体装置の構成を模式的に示す部分断面図である。
【図３】第１実施形態における半導体装置の製造方法を示す工程図である。
【図４】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図５】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図６】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図７】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図８】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図９】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図１０】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図１１】第２実施形態における半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図１２】第３実施形態における半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図１３】第３実施形態における半導体装置の製造方法を示す工程図である。
【図１４】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図１５】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図１６】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図１７】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図１８】製造途中にある半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図１９】第４実施形態における半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図２０】第４実施形態における半導体装置の製造方法を示す工程図である。
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【図２１】第５実施形態における半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図２２】第６実施形態における半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２３】第７実施形態における半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２４】第７実施形態における半導体装置の製造方法を示す工程図である。
【図２５】第８実施形態における半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図２６】第９実施形態における半導体装置の構成を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
Ａ．第１実施形態
　Ａ－１．半導体装置の構成
　図１は、第１実施形態における半導体装置１００の構成を模式的に示す断面図である。
半導体装置１００は、窒化ガリウム（ＧａＮ）を用いて形成されたＧａＮ系の半導体装置
である。本実施形態では、半導体装置１００は、縦型トレンチＭＯＳＦＥＴ（Metal-Oxid
e-Semiconductor Field-Effect Transistor）である。本実施形態では、半導体装置１０
０は、電力制御に用いられ、パワーデバイスとも呼ばれる。
【００２１】
　図１には、相互に直交するＸＹＺ軸が図示されている。図１のＸＹＺ軸のうち、Ｘ軸は
、図１の紙面左から紙面右に向かう軸である。＋Ｘ軸方向は、紙面右に向かう方向であり
、－Ｘ軸方向は、紙面左に向かう方向である。図１のＸＹＺ軸のうち、Ｙ軸は、図１の紙
面手前から紙面奥に向かう軸である。＋Ｙ軸方向は、紙面奥に向かう方向であり、－Ｙ軸
方向は、紙面手前に向かう方向である。図１のＸＹＺ軸のうち、Ｚ軸は、図１の紙面下か
ら紙面上に向かう軸である。＋Ｚ軸方向は、紙面上に向かう方向であり、－Ｚ軸方向は、
紙面下に向かう方向である。
【００２２】
　半導体装置１００は、基板１１０と、半導体層１１２と、半導体層１１４と、半導体層
１１６とを備える。半導体装置１００は、これらの半導体層１１２，１１４，１１６に形
成された構造として、トレンチ１２８を有する。半導体装置１００は、更に、絶縁膜１３
０と、ソース電極１４１と、ゲート電極１４２と、保護電極１４３と、ドレイン電極１４
５とを備える。
【００２３】
　半導体装置１００の基板１１０は、Ｘ軸およびＹ軸に沿って広がる板状を成す半導体で
ある。本実施形態では、基板１１０は、窒化ガリウム（ＧａＮ）から主に成る。本明細書
の説明において、「窒化ガリウム（ＧａＮ）から主に成る」とは、モル分率において窒化
ガリウム（ＧａＮ）を９０％以上含有することを意味する。本実施形態では、基板１１０
は、ケイ素（Ｓｉ）をドナー元素として含有するｎ型半導体である。
【００２４】
　半導体装置１００の半導体層１１２は、基板１１０の＋Ｚ軸方向側に位置し、Ｘ軸およ
びＹ軸に沿って広がる第１の半導体層である。本実施形態では、半導体層１１２は、窒化
ガリウム（ＧａＮ）から主に成る。本実施形態では、半導体層１１２は、ケイ素（Ｓｉ）
をドナー元素として含有するｎ型半導体である。本実施形態では、半導体層１１２に含ま
れるケイ素（Ｓｉ）濃度の平均値は、約１．０×１０１６ｃｍ－３である。本実施形態で
は、半導体層１１２の厚さ（Ｚ軸方向の長さ）は、約１０μｍ（マイクロメートル）であ
る。本実施形態では、半導体層１１２は、有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ：Metal Orga
nic Chemical Vapor Deposition）によって基板１１０の上に形成された層である。
【００２５】
　半導体装置１００の半導体層１１４は、半導体層１１２の＋Ｚ軸方向側に位置し、Ｘ軸
およびＹ軸に沿って広がる第２の半導体層である。本実施形態では、半導体層１１４は、
窒化ガリウム（ＧａＮ）から主に成る。本実施形態では、半導体層１１４は、マグネシウ
ム（Ｍｇ）をアクセプタ元素として含有するｐ型半導体である。本実施形態では、半導体
層１１４に含まれるマグネシウム（Ｍｇ）濃度の平均値は、約１．０×１０１８ｃｍ－３
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である。本実施形態では、半導体層１１４の厚さ（Ｚ軸方向の長さ）は、約１．０μｍで
ある。本実施形態では、半導体層１１４は、ＭＯＣＶＤによって半導体層１１２の上に形
成された層である。
【００２６】
　半導体装置１００の半導体層１１６は、半導体層１１４の＋Ｚ軸方向側に位置し、Ｘ軸
およびＹ軸に沿って広がる第３の半導体層である。半導体層１１６は、トレンチ１２８に
隣接する表面１１７を有する。本実施形態では、表面１１７は、＋Ｚ軸方向を向いた面で
ある。本実施形態では、半導体層１１６は、窒化ガリウム（ＧａＮ）から主に成る。本実
施形態では、半導体層１１６は、ケイ素（Ｓｉ）をドナー元素として含有するｎ型半導体
である。本実施形態では、半導体層１１６に含まれるケイ素（Ｓｉ）濃度の平均値は、約
３．０×１０１８ｃｍ－３である。本実施形態では、半導体層１１６の厚さ（Ｚ軸方向の
長さ）は、約０．３μｍである。本実施形態では、半導体層１１６は、ＭＯＣＶＤによっ
て半導体層１１４の上に形成された層である。
【００２７】
　半導体装置１００のトレンチ１２８は、半導体層１１６から半導体層１１４を貫通して
半導体層１１２に至るまで、半導体層１１２，１１４，１１６の厚さ方向（－Ｚ軸方向）
に落ち込んだ溝部である。本実施形態では、トレンチ１２８は、半導体層１１２，１１４
，１１６に対するドライエッチングによって形成された構造である。
【００２８】
　半導体装置１００の絶縁膜１３０は、電気絶縁性を有する膜である。絶縁膜１３０は、
トレンチ１２８から半導体層１１６の表面１１７を通じてソース電極１４１の上にわたっ
て形成されている。絶縁膜１３０は、ソース電極１４１の外縁端１４１ｅより内側に開口
端１３０ｐを有する。本実施形態では、絶縁膜１３０は、二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）から
主に成る。本実施形態では、絶縁膜１３０は、原子層堆積法（ＡＬＤ：Atomic Layer Dep
osition）によって形成された膜である。
【００２９】
　半導体装置１００のソース電極１４１は、半導体層１１６の表面１１７の一部にオーミ
ック接触する第１の電極である。ソース電極１４１の外縁端１４１ｅは、絶縁膜１３０に
覆われている。本実施形態では、ソース電極１４１は、チタン（Ｔｉ）から成る層にアル
ミニウム（Ａｌ）から成る層を積層した後にアニール処理（熱処理）した電極である。
【００３０】
　半導体装置１００のゲート電極１４２は、絶縁膜１３０を介してトレンチ１２８に形成
された第２の電極である。本実施形態では、ゲート電極１４２は、アルミニウム（Ａｌ）
から主に成る。ゲート電極１４２に電圧が印加された場合、半導体層１１４に反転層が形
成され、この反転層がチャネルとして機能することによって、ソース電極１４１とドレイ
ン電極１４５との間に導通経路が形成される。
【００３１】
　半導体装置１００のドレイン電極１４５は、基板１１０の－Ｚ軸方向側の表面に形成さ
れた電極である。ドレイン電極１４５は、基板１１０に対してオーミック接触する。本実
施形態では、ドレイン電極１４５は、チタン（Ｔｉ）から成る層にアルミニウム（Ａｌ）
から成る層を積層した後にアニール処理（熱処理）した電極である。
【００３２】
　図２は、保護電極１４３を中心に半導体装置１００の構成を模式的に示す部分断面図で
ある。半導体装置１００の保護電極１４３は、絶縁膜１３０の開口端１３０ｐによって画
定される開口部を通じてソース電極１４１の上に形成されるとともに、ソース電極１４１
の上から絶縁膜１３０上におけるソース電極１４１の外縁端１４１ｅより内側にわたって
形成された第３の電極である。保護電極１４３の外縁端１４３ｅは、絶縁膜１３０の開口
端１３０ｐと、ソース電極１４１の外縁端１４１ｅとの間に位置する。保護電極１４３は
、ゲート電極１４２を構成する成分と同一の成分から成る。本実施形態では、保護電極１
４３は、アルミニウム（Ａｌ）から主に成る。
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【００３３】
　Ａ－２．半導体装置の製造方法
　図３は、第１実施形態における半導体装置１００の製造方法を示す工程図である。まず
、製造者は、表面１１７およびトレンチ１２８を有する半導体層１１２，１１４，１１６
を形成する（工程Ｐ１１０）。
【００３４】
　図４は、工程Ｐ１１０の製造途中にある半導体装置１００ａの構成を模式的に示す断面
図である。本実施形態では、製造者は、ＭＯＣＶＤを用いて基板１１０の上に半導体層１
１２，１１４，１１６を順に形成する。これによって、製造者は、基板１１０の上に半導
体層１１２，１１４，１１６が順に形成された半導体装置１００ａを得る。半導体装置１
００ａの半導体層１１６は、＋Ｚ軸方向を向いた表面である表面１１７を有する。
【００３５】
　図５は、工程Ｐ１１０の製造途中にある半導体装置１００ｂの構成を模式的に示す断面
図である。本実施形態では、製造者は、ドライエッチングによって半導体装置１００ａに
トレンチ１２８を形成する。これによって、製造者は、トレンチ１２８が形成された半導
体装置１００ｂを得る。半導体装置１００ｂは、表面１１７およびトレンチ１２８を有す
る半導体層１１２，１１４，１１６を備える。
【００３６】
　図３の説明に戻り、半導体層１１２，１１４，１１６にトレンチ１２８を形成した後（
工程Ｐ１１０）、製造者は、半導体層１１６の表面１１７の内側にソース電極１４１を形
成する（工程Ｐ１３０）。本実施形態では、製造者は、チタン（Ｔｉ）から成る層にアル
ミニウム（Ａｌ）から成る層を積層した後にアニール処理（熱処理）を行うことによって
、ソース電極１４１を形成する。
【００３７】
　図６は、工程Ｐ１３０の製造途中にある半導体装置１００ｃの構成を模式的に示す断面
図である。本実施形態では、製造者は、半導体装置１００ｂの表面１１７にソース電極１
４１を形成する。これによって、製造者は、表面１１７にソース電極１４１が形成された
半導体装置１００ｃを得る。半導体装置１００ｃにおいて、ソース電極１４１の外縁端１
４１ｅは、表面１１７上に位置する。
【００３８】
　図３の説明に戻り、ソース電極１４１を形成した後（工程Ｐ１３０）、製造者は、トレ
ンチ１２８から表面１１７を通じてソース電極１４１の上にわたって絶縁膜１３０を形成
する（工程Ｐ１４０）。本実施形態では、製造者は、原子層堆積法（ＡＬＤ）によって、
二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）から主に成る絶縁膜１３０を形成する。
【００３９】
　図７は、工程Ｐ１４０の製造途中にある半導体装置１００ｄの構成を模式的に示す断面
図である。本実施形態では、製造者は、半導体装置１００ｃの＋Ｚ軸方向側における表面
の全域にわたって、絶縁膜１３０を形成する。これによって、製造者は、＋Ｚ軸方向側に
おける表面の全域にわたって絶縁膜１３０が形成された半導体装置１００ｄを得る。
【００４０】
　図３の説明に戻り、絶縁膜１３０を形成した後（工程Ｐ１４０）、製造者は、ソース電
極１４１の外縁端１４１ｅより内側においてソース電極１４１を露出させる開口部を、絶
縁膜１３０に形成する（工程Ｐ１５０）。本実施形態では、製造者は、開口端１３０ｐに
よって画定される開口部を、ウェットエッチングによって絶縁膜１３０に形成する。
【００４１】
　図８は、工程Ｐ１５０の製造途中にある半導体装置１００ｅの構成を模式的に示す断面
図である。本実施形態では、製造者は、ウェットエッチングによって半導体装置１００ｄ
の絶縁膜１３０の一部を除去することによって、ソース電極１４１の外縁端１４１ｅより
内側においてソース電極１４１を絶縁膜１３０から露出させる。これによって、製造者は
、絶縁膜１３０に開口部が形成された半導体装置１００ｅを得る。半導体装置１００ｅの
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開口端１３０ｐは、ソース電極１４１の外縁端１４１ｅより内側に位置する。
【００４２】
　図９は、工程Ｐ１６０の製造途中にある半導体装置１００ｆの構成を模式的に示す断面
図である。絶縁膜１３０に開口部を形成した後（工程Ｐ１５０）、製造者は、トレンチ１
２８における絶縁膜１３０の上から、表面１１７における絶縁膜１３０の上を通じて、絶
縁膜１３０に開口部から露出するソース電極１４１の上にわたって、ゲート電極１４２お
よび保護電極１４３の元となる電極層１４８を形成する（工程Ｐ１６０）。本実施形態で
は、製造者は、スパッタリング（sputtering）によって、アルミニウム（Ａｌ）から主に
成る電極層１４８を、半導体装置１００ｅの＋Ｚ軸方向側における表面の全域にわたって
形成する。これによって、製造者は、＋Ｚ軸方向側における表面の全域にわたって電極層
１４８が形成された半導体装置１００ｆを得る。
【００４３】
　図３の説明に戻り、電極層１４８を形成した後（工程Ｐ１６０）、製造者は、ドライエ
ッチングによって電極層１４８をゲート電極１４２と保護電極１４３とに分断する（工程
Ｐ１７０）。本実施形態では、製造者は、開口端１３０ｐと外縁端１４１ｅとの間からト
レンチ１２８の手前までにわたる電極層１４８の一部をドライエッチングによって除去す
ることによって、電極層１４８のうちドライエッチングで残された部分としてゲート電極
１４２および保護電極１４３を形成する。ゲート電極１４２は、ドライエッチングによっ
て残される電極層１４８の部分のうち、トレンチ１２８の内側から外側にわたる部分であ
る。保護電極１４３は、ドライエッチングによって残される電極層１４８の部分のうち、
ソース電極１４１の上から絶縁膜１３０上におけるソース電極１４１の外縁端１４１ｅよ
り内側にわたる部分である。このように、保護電極１４３をソース電極１４１の上に残す
ことによって、ソース電極１４１はドライエッチングから保護される。
【００４４】
　図１０は、工程Ｐ１７０の製造途中にある半導体装置１００ｇの構成を模式的に示す断
面図である。本実施形態では、製造者は、ドライエッチングによって半導体装置１００ｆ
における電極層１４８の一部を除去することによって、電極層１４８をゲート電極１４２
と保護電極１４３とに分断する。これによって、製造者は、ゲート電極１４２および保護
電極１４３が形成された半導体装置１００ｇを得る。
【００４５】
　図３の説明に戻り、ゲート電極１４２および保護電極１４３を形成した後（工程Ｐ１７
０）、製造者は、基板１１０の－Ｚ軸方向側にドレイン電極１４５を形成する（工程Ｐ１
８０）。本実施形態では、製造者は、チタン（Ｔｉ）から成る層にアルミニウム（Ａｌ）
から成る層を積層した後にアニール処理（熱処理）を行うことによって、ドレイン電極１
４５を形成する。これらの工程を経て、半導体装置１００が完成する。
【００４６】
　Ａ－３．効果
　以上説明した第１実施形態によれば、絶縁膜１３０および保護電極１４３によってソー
ス電極１４１をドライエッチングから保護できるため、ソース電極１４１のオーミック性
を十分に確保できる。また、絶縁膜１３０によってソース電極１４１の外縁端１４１ｅを
覆うため、保護電極１４３によってソース電極１４１を覆い尽くす場合と比較して、ゲー
ト電極１４２を形成する設計マージンによる素子寸法の拡大を抑制できる。したがって、
製造コストの抑制および素子の微細化を実現しながら、ソース電極１４１のオーミック性
を十分に確保できる。
【００４７】
Ｂ．第２実施形態
　図１１は、第２実施形態における半導体装置２００の構成を模式的に示す断面図である
。半導体装置２００の絶縁膜２３０は、２層の絶縁層２３１，２３２から成る多層構造を
有する。第２実施形態における半導体装置２００の構成は、多層構造を有する絶縁膜２３
０を備える点を除き、第１実施形態の半導体装置１００と同様である。他の実施形態では
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、絶縁膜２３０は、３層以上の絶縁層から成る多層構造を有してもよい。
【００４８】
　絶縁膜２３０の絶縁層２３１は、トレンチ１２８から表面１１７を通じてソース電極１
４１の上にわたって形成された第１の絶縁層である。絶縁膜２３０の絶縁層２３２は、絶
縁層２３１の上に形成された第２の絶縁層である。本実施形態では、絶縁層２３２は、絶
縁層２３１の全域にわたって形成されている。
【００４９】
　本実施形態では、絶縁層２３１を構成する成分は、絶縁層２３２を構成する成分とは異
なる。本実施形態では、絶縁層２３１は、二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）から主に成り、絶縁
層２３２は、酸窒化ジルコニウム（ＺｒＯｘＮｙ（０．５≦ｘ≦３、０≦ｙ≦２））から
主に成る。他の実施形態では、絶縁層２３２を構成する成分は、絶縁層２３１を構成する
成分と同じであってもよい。
【００５０】
　本実施形態では、絶縁層２３１を形成する手法は、絶縁層２３２を形成する手法とは異
なる。本実施形態では、絶縁層２３１を形成する手法は、原子層堆積法（ＡＬＤ）であり
、絶縁層２３２を形成する手法は、電子サイクロトロン共鳴スパッタ法（ＥＣＲ：Electr
on Cyclotron Resonance）である。
【００５１】
　以上説明した第２実施形態によれば、第１実施形態と同様に、製造コストの抑制および
素子の微細化を実現しながら、ソース電極１４１のオーミック性を十分に確保できる。ま
た、絶縁層２３１の特性と絶縁層２３２の特性との組み合わせによって、絶縁膜２３０に
要求される特性（例えば、界面準位、リーク電流、誘電率など）を実現できる。
【００５２】
Ｃ．第３実施形態
　Ｃ－１．半導体装置の構成
　図１２は、第３実施形態における半導体装置３００の構成を模式的に示す断面図である
。第３実施形態における半導体装置３００の構成は、多層構造を有する絶縁膜３３０を備
える点を除き、第２実施形態の半導体装置２００と同様である。半導体装置３００の絶縁
膜３３０は、２層の絶縁層３３１，３３２から成る多層構造を有する。他の実施形態では
、絶縁膜３３０は、３層以上の絶縁層から成る多層構造を有してもよい。
【００５３】
　絶縁膜３３０の絶縁層３３１は、トレンチ１２８から表面１１７におけるソース電極１
４１の外縁端１４１ｅにわたって形成された第１の絶縁層である。絶縁膜３３０の絶縁層
３３２は、絶縁層３３１の上からソース電極１４１の上にわたって形成された第２の絶縁
層である。絶縁層３３２は、ソース電極１４１の外縁端１４１ｅより内側に位置する開口
端１３０ｐを有する。
【００５４】
　本実施形態では、絶縁層３３１を構成する成分は、絶縁層３３２を構成する成分とは異
なる。本実施形態では、絶縁層３３１は、二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）から主に成り、絶縁
層３３２は、酸窒化ジルコニウム（ＺｒＯｘＮｙ（０．５≦ｘ≦３、０≦ｙ≦２））から
主に成る。他の実施形態では、絶縁層３３２を構成する成分は、絶縁層３３１を構成する
成分と同じであってもよい。
【００５５】
　本実施形態では、絶縁層３３１を形成する手法は、絶縁層３３２を形成する手法とは異
なる。本実施形態では、絶縁層３３１を形成する手法は、原子層堆積法（ＡＬＤ）であり
、絶縁層３３２を形成する手法は、電子サイクロトロン共鳴スパッタ法（ＥＣＲ）である
。
【００５６】
　Ｃ－２．半導体装置の製造方法
　図１３は、第３実施形態における半導体装置３００の製造方法を示す工程図である。ま
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ず、製造者は、第１実施形態と同様に、表面１１７およびトレンチ１２８を有する半導体
層１１２，１１４，１１６を形成する（工程Ｐ３１０）。これによって、製造者は、トレ
ンチ１２８が形成された半導体装置１００ｂを得る（図５）。
【００５７】
　半導体層１１２，１１４，１１６にトレンチ１２８を形成した後（工程Ｐ３１０）、製
造者は、トレンチ１２８から表面１１７にわたって絶縁層３３１を形成する（工程Ｐ３２
２）。本実施形態では、製造者は、原子層堆積法（ＡＬＤ）によって、二酸化ケイ素（Ｓ
ｉＯ２）から主に成る絶縁層３３１を形成する。
【００５８】
　図１４は、工程Ｐ３２２の製造途中にある半導体装置３００ａの構成を模式的に示す断
面図である。本実施形態では、製造者は、半導体装置１００ｂの＋Ｚ軸方向側における表
面の全域にわたって、絶縁層３３１を形成する。これによって、製造者は、＋Ｚ軸方向側
における表面の全域にわたって絶縁層３３１が形成された半導体装置３００ａを得る。
【００５９】
　図１３の説明に戻り、絶縁層３３１を形成した後（工程Ｐ３２２）、製造者は、開口端
１３１ｐによって画定される開口部を絶縁層３３１に形成する（工程Ｐ３２４）。開口端
１３１ｐで画定される開口部は、表面１１７を露出させる第１の開口部である。
【００６０】
　図１５は、工程Ｐ３２４の製造途中にある半導体装置３００ｂの構成を模式的に示す断
面図である。本実施形態では、製造者は、フォトレジスト（Photoresist）によってマス
ク３９２を半導体装置３００ａの＋Ｚ軸方向側に形成する。マスク３９２は、開口端１３
１ｐで画定される開口部を形成する位置に、開口端３９２ｐによって画定される開口部を
有する。製造者は、マスク３９２を形成した後、ウェットエッチングによって半導体装置
３００ａの絶縁層３３１の一部を除去することによって、表面１１７の一部を絶縁層３３
１から露出させる。これによって、製造者は、開口端１３１ｐで画定される開口部が絶縁
層３３１に形成された半導体装置３００ｂを得る。本実施形態では、製造者は、開口端１
３１ｐで画定される開口部を形成するマスク３９２を、ソース電極１４１を形成するマス
クとして利用するため、半導体装置３００ｂにマスク３９２を残した状態で後工程を実施
する。
【００６１】
　図１３の説明に戻り、絶縁層３３１に開口部を形成した後（工程Ｐ３２４）、製造者は
、絶縁層３３１の開口部から露出する表面１１７の上に、ソース電極１４１を形成する（
工程Ｐ３３０）。本実施形態では、製造者は、チタン（Ｔｉ）から成る層にアルミニウム
（Ａｌ）から成る層を積層した後にアニール処理（熱処理）を行うことによって、ソース
電極１４１を形成する。
【００６２】
　図１６は、工程Ｐ３３０の製造途中にある半導体装置３００ｃの構成を模式的に示す断
面図である。本実施形態では、製造者は、マスク３９２が残された半導体装置３００ｂに
対して、蒸着によってチタン（Ｔｉ）およびアルミニウム（Ａｌ）を順に堆積させること
によって、ソース電極１４１を形成する。これによって、製造者は、表面１１７にソース
電極１４１が形成された半導体装置３００ｃを得る。その後、製造者は、半導体装置３０
０ｃからマスク３９２を除去することによって、マスク３９２に堆積した電極材料を除去
する。
【００６３】
　図１３の説明に戻り、ソース電極１４１を形成した後（工程ｐ３３０）、製造者は、ト
レンチ１２８における絶縁層３３１の上から、表面１１７における絶縁層３３１の上を通
じて、ソース電極１４１の上にわたって絶縁層３３２を形成する（工程Ｐ３４０）。本実
施形態では、製造者は、電子サイクロトロン共鳴スパッタ法（ＥＣＲ）によって、酸窒化
ジルコニウム（ＺｒＯｘＮｙ（０．５≦ｘ≦３、０≦ｙ≦２））から主に成る絶縁層３３
２を形成する。
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【００６４】
　図１７は、工程Ｐ３４０の製造途中にある半導体装置３００ｄの構成を模式的に示す断
面図である。本実施形態では、製造者は、マスク３９２を除去した半導体装置３００ｃの
＋Ｚ軸方向側における表面の全域にわたって、絶縁層３３２を形成する。これによって、
製造者は、＋Ｚ軸方向側における表面の全域にわたって絶縁層３３２が形成された半導体
装置３００ｄを得る。
【００６５】
　図１３の説明に戻り、絶縁層３３２を形成した後（工程Ｐ３４０）、製造者は、開口端
１３０ｐによって画定される開口部を絶縁層３３２に形成する（工程Ｐ３５０）。本実施
形態では、開口端１３０ｐで画定される開口部は、ソース電極１４１の外縁端１４１ｅよ
り内側においてソース電極１４１を露出させる第２の開口部である。
【００６６】
　図１８は、工程Ｐ３５０の製造途中にある半導体装置３００ｅの構成を模式的に示す断
面図である。本実施形態では、製造者は、ウェットエッチングによって半導体装置３００
ｄの絶縁層３３２の一部を除去することによって、ソース電極１４１の外縁端１４１ｅよ
り内側においてソース電極１４１を絶縁層３３２から露出させる。これによって、製造者
は、開口端１３０ｐで画定される開口部が絶縁層３３２に形成された半導体装置３００ｅ
を得る。開口端１３０ｐで画定される開口部は、ソース電極１４１の外縁端１４１ｅより
内側においてソース電極１４１を露出させる。
【００６７】
　図１３の説明に戻り、開口端１３０ｐを形成した後（工程Ｐ３５０）、製造者は、第１
実施形態と同様に、電極層１４８を形成する工程Ｐ１６０からの工程を実施する。これら
の工程を経て、半導体装置３００が完成する。
【００６８】
　Ｃ－３．効果
　以上説明した第３実施形態によれば、第１実施形態と同様に、製造コストの抑制および
素子の微細化を実現しながら、ソース電極１４１のオーミック性を十分に確保できる。ま
た、第２実施形態と同様に、絶縁層３３１の特性と絶縁層３３２の特性との組み合わせに
よって、絶縁膜３３０に要求される特性を実現できる。また、ソース電極１４１を形成す
る処理（工程Ｐ３３０）による汚染から、トレンチ１２８における半導体層１１４の表面
を絶縁層３３１によって保護できるため、トレンチ１２８における半導体層１１４と絶縁
膜３３０との間における界面準位密度の増加に伴う界面特性の悪化を抑制できる。また、
自己整合によってソース電極１４１を形成できるため、設計マージンによる素子寸法の拡
大を抑制できる。また、自己整合によって、ソース電極１４１を形成するマスクを別途作
製する必要がないため、製造コストを抑制できる。
【００６９】
Ｄ．第４実施形態
　Ｄ－１．半導体装置の構成
　図１９は、第４実施形態における半導体装置４００の構成を模式的に示す断面図である
。第４実施形態における半導体装置４００の構成は、ボディ電極４４４を形成するために
各部の構造が異なる点を除き、第１実施形態の半導体装置１００と同様である。半導体装
置４００は、半導体装置１００と異なる構成として、リセス４２９と、ボディ電極４４４
と、絶縁膜４３０と、ソース電極４４１と、保護電極４４３とを備える。
【００７０】
　半導体装置４００のリセス４２９は、表面１１７から半導体層１１６を貫通して半導体
層１１４にわたって窪んだ凹部である。本実施形態では、リセス４２９は、半導体層１１
４，１１６に対するドライエッチングによって形成された構造である。
【００７１】
　半導体装置４００のボディ電極４４４は、リセス４２９に形成された第４の電極である
。本実施形態では、ボディ電極４４４は、リセス４２９の内側から表面１１７にわたって
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形成されている。ボディ電極４４４は、半導体層１１６に隣接する半導体層１１４にオー
ミック接触する。本実施形態では、ボディ電極４４４は、パラジウム（Ｐｄ）から成る層
を積層した後にアニール処理（熱処理）した電極である。
【００７２】
　半導体装置４００のソース電極４４１は、ボディ電極４４４の外縁端４４４ｅより外側
に形成されている点を除き、第１実施形態のソース電極１４１と同様である。ソース電極
４４１の外縁端４４１ｅは、絶縁膜４３０に覆われている。
【００７３】
　半導体装置４００の絶縁膜４３０は、第１実施形態の絶縁膜１３０と同様に形成された
膜である。絶縁膜４３０は、トレンチ１２８から半導体層１１６の表面１１７を通じてソ
ース電極４４１の上にわたって形成されている。絶縁膜４３０は、ソース電極４４１の外
縁端４４１ｅより内側に開口端４３０ｐを有する。
【００７４】
　半導体装置４００の保護電極４４３は、第１実施形態の保護電極１４３と同様に形成さ
れた第３の電極である。保護電極４４３は、絶縁膜４３０の開口端４３０ｐで画定される
開口部を通じてソース電極４４１の上に形成されるとともに、ソース電極４４１の上から
絶縁膜４３０上におけるソース電極４４１の外縁端４４１ｅより内側にわたって形成され
ている。
【００７５】
　Ｄ－２．半導体装置の製造方法
　図２０は、第４実施形態における半導体装置４００の製造方法を示す工程図である。ま
ず、製造者は、ＭＯＣＶＤを用いて基板１１０の上に半導体層１１２，１１４，１１６を
順に形成した後、ドライエッチングによってトレンチ１２８およびリセス４２９を形成す
る（工程Ｐ４１０）。
【００７６】
　トレンチ１２８およびリセス４２９を形成した後（工程Ｐ４１０）、製造者は、リセス
４２９にボディ電極４４４を形成する（工程Ｐ４３２）。本実施形態では、製造者は、パ
ラジウム（Ｐｄ）から成る層を積層した後にアニール処理（熱処理）を行うことによって
、ボディ電極４４４を形成する。
【００７７】
　ボディ電極４４４を形成した後（工程Ｐ４３２）、製造者は、半導体層１１６の表面１
１７にソース電極４４１を形成する（工程Ｐ４３４）。ソース電極４４１を形成する手法
は、ボディ電極４４４の外側にソース電極４４１を形成する点を除き、第１実施形態と同
様である。他の実施形態では、製造者は、ソース電極４４１を形成した後にボディ電極４
４４を形成してもよい。
【００７８】
　ソース電極４４１を形成した後（工程Ｐ４３４）、製造者は、第１実施形態に準じて、
絶縁膜を形成する工程Ｐ１４０からの工程を実施することによって、ゲート電極１４２、
保護電極４４３およびドレイン電極１４５を形成する。これらの工程を経て、半導体装置
４００が完成する。
【００７９】
　Ｄ－３．効果
　以上説明した第４実施形態によれば、第１実施形態と同様に、製造コストの抑制および
素子の微細化を実現しながら、ソース電極４４１のオーミック性を十分に確保できる。ま
た、ボディ電極４４４によってボディーダイオードを形成できる。
【００８０】
Ｅ．第５実施形態
　図２１は、第５実施形態における半導体装置５００の構成を模式的に示す断面図である
。第５実施形態における半導体装置５００の構成は、ボディ電極４４４を形成するために
各部の構造が異なる点を除き、第１実施形態の半導体装置１００と同様である。半導体装
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置５００は、半導体装置１００と異なる構成として、リセス４２９と、ボディ電極４４４
と、絶縁膜５３０と、ソース電極５４１と、保護電極５４３とを備える。半導体装置５０
０のリセス４２９およびボディ電極４４４は、第４実施形態と同様である。
【００８１】
　半導体装置５００のソース電極５４１は、半導体層１１６の表面１１７の上からボディ
電極４４４の上にわたって形成されている点を除き、第１実施形態のソース電極１４１と
同様である。ソース電極５４１の外縁端５４１ｅは、絶縁膜５３０に覆われている。
【００８２】
　半導体装置５００の絶縁膜５３０は、第１実施形態の絶縁膜１３０と同様に形成された
膜である。絶縁膜５３０は、トレンチ１２８から半導体層１１６の表面１１７を通じてソ
ース電極５４１の上にわたって形成されている。絶縁膜５３０は、ソース電極５４１の外
縁端５４１ｅより内側に開口端５３０ｐを有する。絶縁膜５３０の開口端５３０ｐは、ボ
ディ電極４４４の外縁端４４４ｅより外側に位置する。
【００８３】
　半導体装置５００の保護電極５４３は、第１実施形態の保護電極１４３と同様に形成さ
れた第３の電極である。保護電極５４３は、絶縁膜５３０の開口端５３０ｐで画定される
開口部を通じてソース電極５４１の上に形成されるとともに、ソース電極５４１の上から
絶縁膜５３０上におけるソース電極５４１の外縁端５４１ｅより内側にわたって形成され
ている。
【００８４】
　以上説明した第５実施形態によれば、第１実施形態と同様に、製造コストの抑制および
素子の微細化を実現しながら、ソース電極５４１のオーミック性を十分に確保できる。ま
た、ソース電極５４１が表面１１７からボディ電極４４４の上にわたって形成されている
ため、ボディ電極４４４を形成する設計マージンによる素子寸法の拡大を抑制できる。ま
た、ボディ電極４４４によってボディーダイオードを形成できる。
【００８５】
Ｆ．第６実施形態
　図２２は、第６実施形態における半導体装置６００の構成を示す断面図である。第６実
施形態における半導体装置６００の構成は、絶縁膜６３０を備える点を除き、第５実施形
態の半導体装置５００と同様である。半導体装置６００の絶縁膜６３０は、ボディ電極４
４４の外縁端４４４ｅより内側に開口端６３０ｐを有する点を除き、第５実施形態の絶縁
膜５３０と同様である。
【００８６】
　以上説明した第６実施形態によれば、第１実施形態と同様に、製造コストの抑制および
素子の微細化を実現しながら、ソース電極５４１のオーミック性を十分に確保できる。ま
た、ボディ電極４４４によってボディーダイオードを形成できる。また、ソース電極５４
１が表面１１７からボディ電極４４４の上にわたって形成されているため、ボディ電極４
４４を形成する設計マージンによる素子寸法の拡大を抑制できる。また、絶縁膜６３０の
開口端６３０ｐがボディ電極４４４の外縁端４４４ｅより内側に位置することで、開口端
６３０ｐで画定される開口部を絶縁膜６３０に形成する処理から、ソース電極５４１のう
ち表面１１７に接触する部分を、絶縁膜６３０によって保護できるため、ソース電極５４
１の接触抵抗をいっそう抑制できる。
【００８７】
Ｇ．第７実施形態
　Ｇ－１．半導体装置の構成
　図２３は、第７実施形態における半導体装置７００の構成を示す断面図である。第７実
施形態における半導体装置７００の構成は、絶縁膜７３０を備える点を除き、第５実施形
態の半導体装置５００と同様である。半導体装置７００の絶縁膜７３０は、２層の絶縁層
７３１，７３２から成る多層構造を有する。他の実施形態では、絶縁膜７３０は、３層以
上の絶縁層から成る多層構造を有してもよい。
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【００８８】
　絶縁膜７３０の絶縁層７３１は、トレンチ１２８から表面１１７におけるソース電極５
４１の外縁端５４１ｅにわたって形成された第１の絶縁層である。絶縁層７３１の開口端
７３０ｐは、ボディ電極４４４の外縁端４４４ｅより内側に位置する。絶縁膜７３０の絶
縁層７３２は、絶縁層７３１の上からソース電極５４１の上にわたって形成された第２の
絶縁層である。絶縁層７３２は、ソース電極５４１の外縁端５４１ｅより内側に位置する
開口端７３０ｐを有する。
【００８９】
　本実施形態では、絶縁層７３１を構成する成分は、絶縁層７３２を構成する成分とは異
なる。本実施形態では、絶縁層７３１は、二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）から主に成り、絶縁
層７３２は、酸窒化ジルコニウム（ＺｒＯｘＮｙ（０．５≦ｘ≦３、０≦ｙ≦２））から
主に成る。他の実施形態では、絶縁層７３２を構成する成分は、絶縁層７３１を構成する
成分と同じであってもよい。
【００９０】
　本実施形態では、絶縁層７３１を形成する手法は、絶縁層７３２を形成する手法とは異
なる。本実施形態では、絶縁層７３１を形成する手法は、原子層堆積法（ＡＬＤ）であり
、絶縁層７３２を形成する手法は、電子サイクロトロン共鳴スパッタ法（ＥＣＲ）である
。
【００９１】
　Ｇ－２．半導体装置の製造方法
　図２４は、第７実施形態における半導体装置７００の製造方法を示す工程図である。ま
ず、製造者は、ＭＯＣＶＤを用いて基板１１０の上に半導体層１１２，１１４，１１６を
順に形成した後、ドライエッチングによってトレンチ１２８およびリセス４２９を形成す
る（工程Ｐ７１０）。
【００９２】
　トレンチ１２８およびリセス４２９を形成した後（工程Ｐ７１０）、製造者は、トレン
チ１２８から表面１１７を通じてリセス４２９にわたって絶縁層７３１を形成する（工程
Ｐ７２２）。本実施形態では、製造者は、原子層堆積法（ＡＬＤ）によって、二酸化ケイ
素（ＳｉＯ２）から主に成る絶縁層７３１を形成する。
【００９３】
　絶縁層７３１を形成した後（工程Ｐ７２２）、製造者は、表面１１７の一部およびリセ
ス４２９を露出させる開口部を絶縁層７３１に形成する（工程Ｐ７２４）。本実施形態で
は、製造者は、リセス４２９を露出させる開口部を、ウェットエッチングによって絶縁層
７３１に形成する。
【００９４】
　リセス４２９を露出させる開口部を形成した後（工程Ｐ７２４）、製造者は、開口部か
ら露出する表面１１７の上にボディ電極４４４を形成する（工程Ｐ７３０）。本実施形態
では、製造者は、パラジウム（Ｐｄ）から成る層を積層した後にアニール処理（熱処理）
を行うことによって、ボディ電極４４４を形成する。
【００９５】
　ボディ電極４４４を形成した後（工程Ｐ７３０）、製造者は、第３実施形態に準じて、
開口部を形成する工程Ｐ３２４からの工程を実施することによって、ソース電極５４１、
絶縁層７３２、ゲート電極１４２、保護電極５４３およびドレイン電極１４５を形成する
。これらの工程を経て、半導体装置７００が完成する。
【００９６】
　Ｇ－３．効果
　以上説明した第７実施形態によれば、第１実施形態と同様に、製造コストの抑制および
素子の微細化を実現しながら、ソース電極５４１のオーミック性を十分に確保できる。ま
た、第２実施形態と同様に、絶縁層７３１の特性と絶縁層７３２の特性との組み合わせに
よって、絶縁膜７３０に要求される特性を実現できる。また、ソース電極５４１を形成す
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る処理（工程Ｐ３３０）による汚染から、トレンチ１２８における半導体層１１４の表面
を絶縁層７３１によって保護できるため、トレンチ１２８における半導体層１１４と絶縁
膜７３０との間における界面準位密度の増加に伴う界面特性の悪化を抑制できる。また、
自己整合によってソース電極５４１を形成できるため、設計マージンによる素子寸法の拡
大を抑制できる。また、自己整合によって、ソース電極５４１を形成するマスクを別途作
製する必要がないため、製造コストを抑制できる。
【００９７】
　また、ボディ電極４４４によってボディーダイオードを形成できる。また、ソース電極
５４１が表面１１７からボディ電極４４４の上にわたって形成されているため、ボディ電
極４４４を形成する設計マージンによる素子寸法の拡大を抑制できる。また、絶縁膜７３
０の開口端７３０ｐがボディ電極４４４の外縁端４４４ｅより内側に位置することで、開
口端７３０ｐで画定される開口部を絶縁膜７３０に形成する処理から、ソース電極５４１
のうち表面１１７に接触する部分を、絶縁膜７３０によって保護できるため、ソース電極
５４１の接触抵抗をいっそう抑制できる。
【００９８】
Ｈ．第８実施形態
　図２５は、第８実施形態における半導体装置８００の構成を模式的に示す断面図である
。図２５には、図１と同様にＸＹＺ軸が図示されている。半導体装置８００は、ＧａＮ系
の半導体装置である。本実施形態では、半導体装置８００は、リセス構造を有する横型Ｍ
ＩＳＦＥＴ（Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistor）である。
【００９９】
　半導体装置８００は、基板８１０と、半導体層８１２と、半導体層８１４と、半導体層
８１６とを備える。半導体装置８００は、これらの半導体層８１２，８１４，８１６に形
成された構造として、リセス８２８を有する。半導体装置８００は、更に、絶縁膜８３０
と、ソース電極８４１と、ゲート電極８４２と、保護電極８４３，８４４と、ドレイン電
極８４５とを備える。
【０１００】
　半導体装置８００の基板８１０は、Ｘ軸およびＹ軸に沿って広がる板状を成す半導体で
ある。本実施形態では、基板８１０は、ケイ素（Ｓｉ）から主に成る。
【０１０１】
　半導体装置８００の半導体層８１２は、基板８１０の＋Ｚ軸方向側に位置し、Ｘ軸およ
びＹ軸に沿って広がるバッファ層である。本実施形態では、半導体層８１２は、窒化アル
ミニウム（ＡｌＮ）から主に成る比較的に薄いアンドープ層の上に、窒化ガリウム（Ｇａ
Ｎ）から主に成る比較的に厚いアンドープ層を積層した多層構造を有する。本実施形態で
は、半導体層８１２は、ＭＯＣＶＤによって基板８１０の上に形成された層である。
【０１０２】
　半導体装置８００の半導体層８１４は、半導体層８１２の＋Ｚ軸方向側に位置し、Ｘ軸
およびＹ軸に沿って広がるキャリア走行層である。本実施形態では、半導体層８１４は、
窒化ガリウム（ＧａＮ）から主に成るアンドープ層である。本実施形態では、半導体層８
１４は、ＭＯＣＶＤによって半導体層８１２の上に形成された層である。
【０１０３】
　半導体装置８００の半導体層８１６は、半導体層８１４の＋Ｚ軸方向側に位置し、Ｘ軸
およびＹ軸に沿って広がる障壁層である。半導体層８１６は、リセス８２８に隣接する表
面８１７を有する。本実施形態では、表面８１７は、＋Ｚ軸方向を向いた面である。本実
施形態では、半導体層８１６は、窒化アルミニウムガリウム（Ａｌ０．２５Ｇａ０．７５

Ｎ）から主に成るアンドープ層である。半導体層８１６は、キャリア走行層である半導体
層８１４より広い禁制帯幅を有し、半導体層８１４に対してキャリアを供給する。半導体
層８１４と半導体層８１６とのヘテロ接合界面には、正の分極電荷の影響によって、半導
体層８１４側に二次元ガスが発生する。本実施形態では、半導体層８１６は、ＭＯＣＶＤ
によって半導体層８１４の上に形成された層である。
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【０１０４】
　半導体層８１６の材質は、窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）に限らず、窒化ア
ルミニウムインジウム（ＡｌＩｎＮ）、窒化アルミニウムインジウムガリウム（ＡｌＧａ
ＩｎＮ）など他の窒化物であってもよい。半導体層８１６は、アンドープ層に限らず、ド
ーピング層であってもよい。半導体層８１６は、単層に限らず、材質およびドーピング濃
度の少なくとも一方が異なる複数の半導体層から成る半導体層であってもよく、例えば、
ＧａＮ／ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ／ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ／ＡｌＧａＮ／ＡｌＮなどの
多層構造を有してもよい。他の実施形態では、半導体層８１４および半導体層８１６の上
に、他の障壁層および他のキャリア走行層から成る構造が形成されていてもよい。
【０１０５】
　半導体装置８００のリセス８２８は、半導体層８１６を貫通して半導体層８１４にわた
って窪んだ凹部である。本実施形態では、リセス８２８は、半導体層８１４，８１６に対
するドライエッチングによって形成された構造である。リセス８２８の深さは、ゲート電
極８４２にゲート電圧が印加されていない状態で、ソース電極８４１とゲート電極８４２
との間の二次元電子ガスと、ゲート電極８４２とドレイン電極８４５との間の二次元電子
ガスとが十分に分離されるように、設定されている。これによって、ゲート電極８４２に
ゲート電圧が印加されていない状態でソース電極８４１とドレイン電極８４５との間を流
れる電流を抑制するノーマリーオフが実現される。
【０１０６】
　半導体装置８００の絶縁膜８３０は、電気絶縁性を有する膜である。絶縁膜８３０は、
表面８１７およびリセス８２８からソース電極８４１およびドレイン電極８４５の上にわ
たって形成されている。絶縁膜８３０は、ソース電極８４１の外縁端８４１ｅより内側に
開口端８３１ｐを有する。絶縁膜８３０は、ドレイン電極８４５の外縁端８４５ｅより内
側に開口端８３５ｐを有する。本実施形態では、絶縁膜８３０は、二酸化ケイ素（ＳｉＯ

２）から主に成る。本実施形態では、絶縁膜８３０は、第１実施形態の絶縁膜１３０と同
様に形成された膜である。
【０１０７】
　半導体装置８００のソース電極８４１は、半導体層８１６の表面８１７の一部にオーミ
ック接触する第１の電極である。ソース電極８４１の外縁端８４１ｅは、絶縁膜８３０に
覆われている。本実施形態では、ソース電極８４１は、第１実施形態のソース電極１４１
と同様に形成された電極である。
【０１０８】
　半導体装置８００のゲート電極８４２は、絶縁膜８３０を介して、リセス８２８からそ
の周辺の表面８１７にわたって連続的に形成された第２の電極である。本実施形態では、
ゲート電極８４２は、第１実施形態のゲート電極１４２と同様に形成された電極である。
【０１０９】
　半導体装置８００のドレイン電極８４５は、半導体層８１６の表面８１７のうちソース
電極８４１からゲート電極８４２より離れた部分にオーミック接触する第１の電極である
。ドレイン電極８４５の外縁端８４５ｅは、絶縁膜８３０に覆われている。本実施形態で
は、ドレイン電極８４５は、ソース電極８４１と同様に形成された電極である。
【０１１０】
　半導体装置８００の保護電極８４３は、絶縁膜８３０の開口端８３１ｐによって画定さ
れる開口部を通じてソース電極８４１の上に形成されるとともに、ソース電極８４１の上
から絶縁膜８３０上におけるソース電極８４１の外縁端８４１ｅより内側にわたって形成
された第３の電極である。保護電極８４３の外縁端８４３ｅは、絶縁膜８３０の開口端８
３１ｐと、ソース電極８４１の外縁端８４１ｅとの間に位置する。保護電極８４３は、ゲ
ート電極８４２を構成する成分と同一の成分から成る。保護電極８４３は、第１実施形態
の保護電極１４３と同様に形成された電極である。
【０１１１】
　半導体装置８００の保護電極８４４は、絶縁膜８３０の開口端８３５ｐによって画定さ
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れる開口部を通じてドレイン電極８４５の上に形成されるとともに、ドレイン電極８４５
の上から絶縁膜８３０上におけるドレイン電極８４５の外縁端８４５ｅより内側にわたっ
て形成された第３の電極である。保護電極８４４の外縁端８４４ｅは、絶縁膜８３０の開
口端８３５ｐと、ドレイン電極８４５の外縁端８４５ｅとの間に位置する。保護電極８４
４は、ゲート電極８４２を構成する成分と同一の成分から成る。保護電極８４４は、保護
電極８４３と同様に形成された電極である。
【０１１２】
　以上説明した第８実施形態によれば、第１実施形態と同様に、絶縁膜８３０および保護
電極８４３によってソース電極８４１をドライエッチングから保護できるため、ソース電
極８４１のオーミック性を十分に確保できる。また、絶縁膜８３０および保護電極８４４
によってドレイン電極８４５をドライエッチングから保護できるため、ドレイン電極８４
５のオーミック性を十分に確保できる。また、絶縁膜８３０によってソース電極８４１の
外縁端８４１ｅおよびドレイン電極８４５の外縁端８４５ｅを覆うため、保護電極８４３
によってソース電極８４１を覆い尽くすとともに保護電極８４４によってドレイン電極８
４５を覆い尽くす場合と比較して、ゲート電極８４２を形成する設計マージンによる素子
寸法の拡大を抑制できる。したがって、製造コストの抑制および素子の微細化を実現しな
がら、ソース電極８４１およびドレイン電極８４５のオーミック性を十分に確保できる。
【０１１３】
Ｉ．第９実施形態
　図２６は、第９実施形態における半導体装置９００の構成を模式的に示す断面図である
。図２６には、図１と同様にＸＹＺ軸が図示されている。半導体装置９００は、ＧａＮ系
の半導体装置である。本実施形態では、半導体装置９００は、横型ＨＦＥＴ（Heterostru
cture Field-Effect Transistor）である。
【０１１４】
　半導体装置９００は、半導体層８１４，８１６にリセス８２８が形成されていない点、
絶縁膜８３０とは異なる絶縁膜９３０が形成されている点、ゲート電極８４２とは異なる
ゲート電極９４２が形成されている点を除き、第８実施形態の半導体装置８００と同様で
ある。
【０１１５】
　半導体装置９００の絶縁膜９３０は、半導体層８１６の表面８１７からソース電極８４
１およびドレイン電極８４５の上にわたって形成され、ソース電極８４１とドレイン電極
８４５との間に開口端９３２ｐによって画定される開口部を有する点を除き、第８実施形
態の絶縁膜８３０と同様である。
【０１１６】
　半導体装置９００のゲート電極９４２は、絶縁膜９３０の開口端９３２ｐによって画定
される開口部を通じて半導体層８１６の上に形成されるとともに、半導体層８１６の上か
ら絶縁膜９３０の上にわたって形成されている点を除き、第８実施形態のゲート電極８４
２と同様である。
【０１１７】
　以上説明した第９実施形態によれば、第８実施形態と同様に、製造コストの抑制および
素子の微細化を実現しながら、ソース電極８４１およびドレイン電極８４５のオーミック
性を十分に確保できる。
【０１１８】
Ｊ．他の実施形態
　本発明は、上述の実施形態や実施例、変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱
しない範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載
した各形態中の技術的特徴に対応する実施形態、実施例、変形例中の技術的特徴は、上述
の課題の一部または全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部または全部を達
成するために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術
的特徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可
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能である。
【０１１９】
　本発明が適用される半導体装置は、上述の実施形態で説明した縦型トレンチＭＯＳＦＥ
Ｔ、横型ＭＩＳＦＥＴおよび横型ＨＦＥＴに限られず、例えば、絶縁ゲートバイポーラト
ランジスタ（ＩＧＢＴ）などであってもよい。
【０１２０】
　上述の実施形態において、基板の材質は、窒化ガリウム（ＧａＮ）に限らず、ケイ素（
Ｓｉ）、サファイア（Ａｌ２Ｏ３）および炭化ケイ素（ＳｉＣ）などのいずれであっても
よい。上述の実施形態において、各半導体層の材質は、窒化ガリウム（ＧａＮ）に限らず
、ケイ素（Ｓｉ）、炭化ケイ素（ＳｉＣ）およびヒ化ガリウム（ＧａＡｓ）などのいずれ
であってもよい。
【０１２１】
　上述の実施形態において、ｎ型半導体層に含まれるドナーは、ケイ素（Ｓｉ）に限らず
、ゲルマニウム（Ｇｅ）、酸素（Ｏ）などであってもよい。
【０１２２】
　上述の実施形態において、ｐ型半導体層に含まれるアクセプタは、マグネシウム（Ｍｇ
）に限らず、亜鉛（Ｚｎ）、炭素（Ｃ）などであってもよい。
【０１２３】
　上述の実施形態において、絶縁膜の材質は、電気絶縁性を有する材質であればよく、二
酸化ケイ素（ＳｉＯ２）の他、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３

）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、酸化ハフニウム（Ｈ
ｆＯ２）、酸窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）、酸窒化アルミニウム（ＡｌＯＮ）、酸窒化ジルコ
ニウム（ＺｒＯＮ）、酸窒化ハフニウム（ＨｆＯＮ）などの少なくとも１つであってもよ
い。絶縁膜は、単層であってもよいし、２層以上であってもよい。絶縁膜を形成する手法
は、ＡＬＤに限らず、ＥＣＲスパッタおよびプラズマＣＶＤなどの他の手法であってもよ
い。
【０１２４】
　上述の実施形態において、各電極の材質は、上述の材質に限らず、他の材質であっても
よい。
【０１２５】
　上述の実施形態４～７において、ボディ電極４４４は、リセス４２９に形成された第４
の電極であると記載しているが、例えば、半導体層１１４の一部に、半導体層１１６をイ
オン注入や拡散などによって形成し、リセス４２９を形成することなく、半導体層１１６
に隣接する半導体層１１４の上にボディ電極４４４を形成してもよい。
【符号の説明】
【０１２６】
　　１００，１００ａ～１００ｇ…半導体装置
　　１１０…基板
　　１１２…半導体層
　　１１４…半導体層（ｐ型半導体層）
　　１１６…半導体層（ｎ型半導体層）
　　１１７…表面
　　１２８…トレンチ
　　１３０…絶縁膜
　　１３０ｐ…開口端
　　１３１ｐ…開口端
　　１４１…ソース電極
　　１４１ｅ…外縁端
　　１４２…ゲート電極
　　１４３…保護電極
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　　１４３ｅ…外縁端
　　１４５…ドレイン電極
　　１４８…電極層
　　２００…半導体装置
　　２３０…絶縁膜
　　２３１，２３２…絶縁層
　　３００，３００ａ～３００ｅ…半導体装置
　　３３０…絶縁膜
　　３３１，３３２…絶縁層
　　３９２…マスク
　　３９２ｐ…開口端
　　４００…半導体装置
　　４２９…リセス
　　４３０…絶縁膜
　　４３０ｐ…開口端
　　４４１…ソース電極
　　４４１ｅ…外縁端
　　４４３…保護電極
　　４４４…ボディ電極
　　４４４ｅ…外縁端
　　５００…半導体装置
　　５３０…絶縁膜
　　５３０ｐ…開口端
　　５４１…ソース電極
　　５４１ｅ…外縁端
　　５４３…保護電極
　　６００…半導体装置
　　６３０…絶縁膜
　　６３０ｐ…開口端
　　７００…半導体装置
　　７３０…絶縁膜
　　７３０ｐ…開口端
　　７３１，７３２…絶縁層
　　８００…半導体装置
　　８１０…基板
　　８１２，８１４，８１６…半導体層
　　８１７…表面
　　８２８…リセス
　　８３０…絶縁膜
　　８３１ｐ，８３５ｐ…開口端
　　８４１…ソース電極
　　８４１ｅ…外縁端
　　８４２…ゲート電極
　　８４３…保護電極
　　８４３ｅ…外縁端
　　８４４…保護電極
　　８４４ｅ…外縁端
　　８４５…ドレイン電極
　　８４５ｅ…外縁端
　　９００…半導体装置
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　　９３０…絶縁膜
　　９３２ｐ…開口端
　　９４２…ゲート電極
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